
収入保障保険 
 

取扱中止商品一覧 
 

リンクがある商品は、商品名をクリックすると、その保険会社のサイトにリンクします。 

リンク先のコンテンツは各保険会社が管理しています。 

リンクがない商品は、直接保険会社もしくは十六銀行窓口へお問い合わせください。 

保険商品名 保険会社 

・家計保障定期保険 東京海上日動あんしん生命 

 

収入保障保険に関するご注意点 
●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約

のしおり」「約款」等を必ずお読みください。 

●十六銀行は保険の募集代理店です。保険の引受は行っておりません。 

●収入保障保険は預金ではなく、元本保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。 

●引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご

契約の際にお約束した死亡保険金額や解約返戻金額等が削減されることがあります。 

●保険金、給付金等のお支払いについて、告知していただいた健康状態などが事実と違っていた場合

などは保険金、給付金等をお支払いできない場合がございます。詳細は「契約概要・注意喚起情報」

「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 

●ご契約中の収入保障保険を解約した場合の返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない

金額になり、解約返戻金はまったくないかあってもごくわずかです。 

●保険にご契約いただくか否かが、十六銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一

切ありません。 

●平準払型商品の保険料が未入金となった場合、一定の猶予期間がありますが、お払込みがないまま

猶予期間が経過した場合、ご契約は効力を失います。詳細は「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のし

おり・約款」をご確認ください。 

●十六銀行では借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を保険料とする保険のお

申込みはお断りしています。 

●平準払型商品は法令等の定めにより、十六銀行にてお取扱いできるお客さまの範囲に制限がござい

ます。 

●商品によっては、告知いただいた健康状態などにより、ご契約いただけない場合がございます。 

●保険のお申込みに際しては必ず、保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。 


